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【視察地及び視察項目の選考について】 

 

 

 

 

今回の行政視察における視察地及び施策項目の選定

に当たっては、委員各位に項目を公募し、候補を決め、

当該都市が受け入れ可能かどうかを確認後、最終決定を

した。項目としては、教育分野においては、小中一貫教

育やICT教育、平和・環境教育、生活福祉分野において

は、環境保全施策、高齢者の社会活動、健康づくり、病

院事業においては、地域医療を守る取組などに係る先進

事例などが候補となった。そして、九州地方で、教育関

連の先進都市では福岡県宗像市、環境衛生・環境保全関

連の先進都市では鹿児島県鹿児島市が受け入れ可能と

いうことから、福岡県宗像市「小中一貫教育」「教育現

場におけるＩＣＴ活用」・鹿児島県鹿児島市「みんなで

まちを美しくする条例」「環境教育・環境保全」・鹿児

島県南九州市「平和教育・人権」、鹿児島県枕崎市「高

齢者元気度アップ・ポイント事業」「健康づくり推進事

業」の7項目となり、結果として、教育、環境関連、健

康推進、高齢者関連など多岐にわたることとなった。い

ずれも本市において重要な事項であることから、大いに

学ぶべき事項であると考え、決定した。 

 

福岡県宗像市 

鹿児島県鹿児島市 

鹿児島県南九州市 鹿児島県枕崎市 
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10月 22日（火） 

■福岡県宗像市■ 
 

市の概要 

人 口 96,265人（H25.2） 

世帯数 39,540世帯（H25.2） 

面 積 119.66㎢ 

概 要 宗像市は、豊かな自然が残る「学術・文化都市」であり、2004年版東洋経済新聞社の「住み

よさランキング・快適度」では全国 28位となっている。北九州・福岡の両政令指定都市の中間

にあり、北を除く 3方向を山に囲まれ、南は筑豊地方と接する交通や文化の要衝であったため、

数多くの歴史を有してきた。市内を東西に横断する JR鹿児島本線や国道 3号線・495号線によ

り、福岡・北九州への通勤などの交通アクセスが充実し、住宅団地や大学、大型商業地などが

相次いで進出。活気あふれる学術・文化都市として人口が急増した。これに伴い農村から急激

な都市化が進み、学童保育や保育園の充実、医療費補助などの子育て支援や教育・文化の充実、

環境衛生などの生活基盤が整備され、人口は現在も伸び続けている。 

（宗像市ＨＰより抜粋）  
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小中一貫教育について 

教育現場におけるＩＣＴ活用について 

場所 宗像市役所庁舎 

 

１．説明者 

宗像市教育委員会 教育主事 

西 島   潔 氏 

宗像市教育委員会 ICT支援員 

牧 口 博 明 氏 

 

 

２．選定の背景及び目的 

本市では、一昨年より小中一貫教育の推進を見据え、稚内東中学校の建設を進めており、本年 8

月にその校舎が完成した。東小学校との校舎間を行き来できる渡り廊下や、各階に多目的ホールを

整備し、小学校児童との交流学習や学習活動に対応可能な、まさに一貫教育のための施設である。

稚内市は小中学校の再編等、さまざまな課題があるが、小中の連携教育から一貫教育へと更なる進

展に努力をしなければならない。 

福岡県宗像市は、小中一貫教育を 8 年前から推進をしてきており、今年度すべての校区が小中

一貫教育推進校となる。平成 21 年には、小中一貫教育全国サミットの開催地となっており、その

後、各地で開催されている同サミットでその研究事例を発表している。そして、生徒が主体の授業

づくりという面で、小中一貫教育と密接な関係を持つ、教育現場におけるＩＣＴの活用事例につい

ても調査をしたいと考え、本項目を選定するに至った。 

※小中一貫教育…小学校を 6年、中学校を 3年と区別せず、 

        義務教育の 9年間を一貫した学習指導と、 

生活指導を行い、教職員、児童生徒、保護者、 

地が連携をし、交流を深めることで、継続 

的に教育活動を行うこと。 

※ＩＣＴ教育…ＩＣＴとは情報通信技術の略。パーソナルコ 

ンピューターや、電子黒板、タブレット、 

デジタル教科書など授業に利用することで、 

授業の効率化、児童生徒の意欲を引き出す。

調査事項 
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３．小中一貫教育について 

 

【事業の背景】 

○なぜ、小中一貫教育なのか 

宗像市では、平成17年度に市内の全学校で

学習意識調査を行った結果、「勉強をすること

が好きか」という質問に対し、学年が上がるに

つれて学習意欲の低下がみられた。 

全国な傾向として、中学校に上がると急激な

環境変化に適合できず、不登校の生徒が増える

（中１ギャップ）。そのため、小学校と中学校

の9年間をスムーズに、かつなだらかに接続さ

せるため、小中一貫教育の取り組みを進めた。 

宗像市では、小学校が15校、中学校7校ある。中学校区ごとにその区の課題に応じた目標を掲げ、

研究に取り組んでいる。中学校区は７校区あり、平成25年10月22日現在では、そのうちの6校区が

研究発表会を終えている。今年11月25日には最後の校区の研究発表会が控えており、すべての小中

学校が小中一貫教育推進校となる。 

 

【事業の展開】 

○前・中・後期制と一部教科担任制の導入 

小学校６年、中学校３年の体制は維持しつつ、４年（小１～４）、３年（小５～６、中１）、

２年（中２～３）の前・中・後期という教育区分の導入をした。中期では、中１ギャップを埋める

ため、小中の教員による一部教科担任制を導入。ある校区では、小学校の算数の先生が中学校へ出

向き数学を教えている。また、ある校区では、中学校の英語の教員が、小学校へ出向き教えている。

この校区の英語の成績は、かなり高い状況である。 

 

○系統表の作成 

中学校数学などは、小学校で学んだ内容を活用すれば十分解決ができる。小学校の先生が中学

で教える場合、小学校での学びを振り返ることで、小学校から中学校へ「授業を繋ぐ」ことを意識

している。そのため、小学校と中学校の学びのつながりを視覚的に表した系統表を作成。また、校

区の弱点などの重点指導一覧表や、つなぐ授業のポイントなどの学習指導の手引きも作成している。 
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○小小・小中の生徒・教員同士、地域との交流 

小中合同の歓迎遠足会を行い、その中で小中学生合

同の縦割りグループを作って交流をしている。交流を

通して、小学生は中学生に憧れ、目標とし、中学生は

小学生の世話をすることで、自立心が芽生えるなど、

共に良い影響を与えあっている。また、地域の方と行

うクリーン作戦や、中学校の生徒会と小学校の児童会

が一緒となり、校区の地域で自分たちが出来る事を考

えあうなど、地域活動も幅広く行っている。生徒だけ

ではなく、教員同士の交流として、校区授業交流会を年３回行い、授業スタイルの変化による生徒

の影響などをその校区の小中学校の先生が発表し交流をしている。 

 

○保護者、地域への啓発 

勉強のポイントなどを記載した家庭学習の手引きを作り、保護者に配付をした。また、中学生

と小学生がいる家庭の場合、中学校の定期試験時に、小学生が中学生の勉強の妨げにならないよう、

家庭学習のチャレンジウィークを設定。兄弟、姉妹がそろって勉強が出来るような環境を作った。

よくがんばった生徒に対しては、校区の小中学校校長の連名の賞状を与えている。また、現在は学

校で、どのような事を取り組んでいるのかのリーフレットや、校区内の小中学校すべての行事が記

入された行事予定表を配布。保護者からは好評である。 

 

○教育委員会としての支援 

人的支援 一部教科担任として兼務教諭の辞令、配置。 

学力向上支援教員 市の非常勤教諭として24名採用し配置。 

小中一貫教育支援教員の配置 兼務教諭のあて授業を担当 

物的支援 公用車 ２km以内の移動距離では出張旅費が出ないため。 

広報紙で研究の成果を広報 

２年間の調査研究指定 ２０万円の補助、研究発表会は４０万円 

その他 市主催の研修会の開催 

先進校視察 

会議への参加、指導助言（全国サミット、研究発表会など） 
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【事業の成果】 

○子ども達の「やる気」の向上 

西島教育主事は、以下のとおり子ども達の変化が目で見えるようになってきていると話す。 

 

聞く姿勢   背筋をぴんと伸ばす。 

グループ交流 目を見て話す。具体物を使う。 

集中     友達の発表をしっかりきく。 

発表     中学校はなかなか手が上がらないものだが、 

小学校と同様に手を上げる子が多くなる。 

説明     図や式を使い、自分の考えをはっきり説明できる。 

 

以上のことから、子ども達の学習規律・授業態度、やる気の向上がはっきりとみてとれる。 

 

○評価と課題 

大学教授、地域コミュニティ代表、保護者代表で組織される学校運営評議員会をつくり、そ

れぞれの学校の自己評価への意見評価をいただき、改善をしている。小中一貫教育の効果とし

ては、学習意欲の高まり、全国学習状況調査での学力向上、不登校数の減少など、目に見える

形で効果があり、また、教員の意識も高まっている。 

今後の課題としては、子どもが主体となる授業へとより改善をしていかなければならない。

そのためには、その中学校区の特色を生かしたカリキュラムづくりが必要であり、教員の人事

異動による引継ぎや、兼務教諭の教員免許などについても課題がある。 
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５．教育現場におけるICT活用について 

 

【事業の背景】 

○文科省によるICT活用の推進 

文科省による学習指導要領の改訂（H20.3）、教育の情報化に関する手引きの作成（H22.10）、

教育の情報化ビジョンの公表（H23.4）があり、それらにおいて「情報教育や教科指導においてICT

活用の一層の充実を図るべき」との考えが示された。宗像市は、単にICTを使用した教育をするので

はなく、児童生徒が学習目標をより達成できるようにするためICTを活用するという考えを持ってい

る。ICTの活用により、教師にとってはより分かる授業の実施に、生徒にとっては主体的な学習、情

報活用能力の獲得につながる。また、特別支援教育でも、障害の状態や特性等に応じて活用できる。 

 

○ICTの特性と留意点 

ICTが児童生徒の学力を向上させるわけではない。教師の授業技術として明確に位置づけするこ

とで、児童生徒の学力の向上につなげるツールとなる。活用にあたっては、発達段階、教科、具体

的な活用目的、場面に留意する必要がある。特性は以下の通りである。 

大きく提示する 顔が上がるため視線を集め、指示を明確化、ポイントの焦点化ができる。 

⇒ 学習内容の共有から興味関心。 

見せながら説明する 手本、完成図の提示 実際に実技を大きく見せる事ができる。 

⇒ 作業の様子 見通しを持った課題解決。 

繰り返し 重点的に見せることで学習への集中知識の定着。 

最新情報の利用 インターネットにより教室で最新情報を閲覧。子ども達への興味関心。 

 

【事業の展開】 

○ICTの活用で、生徒の興味をひき、学習意欲

を高める 

電子黒板の普及率は全国で北海道は42位（Ｈ

25.3文科省）。宗像市では24年度から導入をは

じめ、26年度までに、市内のすべての学校に電

子黒板が配備される。電子黒板にはいろいろな

種類があるが、学校の規模や学級の生徒数を勘

案し、導入する電子黒板の種類を変えている。 
各学校に配備されている電子黒板 
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ICTを活用することで、児童生徒の学力を向上させる特性があるが、具体的には以下のねらいがある。 

 

導入（めあてをつくる）  めあてを大きく見せることで、集中力を高める。 

展開（めあての解決）   子ども達の作品やノートを実物投影機で提示、発表。 

終末（めあてのまとめ）  学習してきた内容のまとめビデオを見せたり、適応問題を与える。 

 

教員にとって、ICTを駆使することはたやすいことではないが、子ども達のほうがICTを覚えやす

く、すぐに使いこなすため、それが教員の活用練習のはげみともなっているようだ。また、校内研

修や市のICT支援員を学校に派遣し、活用の指導をしている。  

 

○重要なポジションとなるICT支援員 

ICT支援員は7名。中学校区に１名を配置し、それぞれの学校を巡回、適正なフォローをしている。

導入をした年と次の年では学校の要求が違っている。また、来年度にすべての学校にICT機器が導入

されるため、現在の人数のままでよいのか模索をしている。 

 

○ICTにより教員の負担が軽減 

今までは手作業で行っていた資料のコピーや教材作りを、電子黒板

と付随するデジタル教科書で賄うことができる。デジタル教科書には、

漢字の書き順をビデオで見せる教材、フラッシュ教材としていろいろな

画像を出して児童生徒に答えさせる教材、英語の授業では字幕無しの映

像を見せ、次に英語字幕、日本語字幕を見せるヒアリングの力を伸ばす

教材など、その科目に合わせて様々なものがある。 

紙媒体はそのまま利用しながら、ICTを活用することで教員の能力を

最大限活用。そして、教員間でデータを保存し共有できることも大きな

メリットである。実物投影器という機器もあり、今までは模

造紙などに書いて発表をしてものを、ノートなどに書いたも

のを電子黒板に大きく映し発表をすることが出来る。映して

いるものに先生が「○」などを書く事が出来る。映し出した

ものはシャッター機能で保存し、次の授業で保存した画像を

出し、前の学習を振り返る事が出来る。ICTは教師次第で多

くの使い方ができる、可能性の多い教材の一つである。  

実物投影機 

実物投影機で電子黒板に写しだした生徒のノート 
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５．主な質疑 

 

①小中一貫教育について 

Ｑ：市費の教員（24名）は、どのような確保の仕方をしているのか。年数が限られているのか。 

Ａ：公募をし、面接試験を行う。現職の方は校長に評価をしてもって、次年度の人事を考えて行く。

同じ学校にいるといい面もあるが悪い面もあるため、校長の声を聞きながら、配置枠を変えて行

く。基本的には一年契約であるが、多くの先生はやりがいを持ち、継続したい考えだと感じてい

る。応募は５倍以上。教育大学が近くにあるため、教員採用試験に失敗した方が、市費負担教員

となり、休みの日に勉強をしている。 

 

Ｑ：家庭学習の手引きを配布しているが成果は。 

Ａ：保護者の方に意見をもらっているが、好意的な意見がほとんど。子ども達が勉強の定着がされ

ていることが一つの成果。もう一つは、家庭で子どもたちの学習を見守っている傾向にあること。 

 

Ｑ：学校の先生は忙しい方が多い。研修会のスケジュールのやりくりはどのようにしているのか。 

Ａ：年度前の３月に１年間の研修事業計画書を市教委が作り、先生方に配付し調整をしているため、

不都合がなくできている。 

 

②教育現場におけるICT活用について 

Ｑ：ICTのサーバーは学校内にあるのか。 

Ａ：学校の校務データの運用を確定させ、センターサーバー化させようとしている。現在は各学校

にサーバーを２台、教育委員会に高性能の１台をおいている。扱うデータにおいては委員会から

アクセスさせるようにしている。 

 

Ｑ：ICTを利用する学年はどのぐらいあるのか。 

Ａ：すべての学年で利活用することが理想である

が、第一のステップとしては、学校側の希望

でどのデジタル教科書が必要なのかの要求を

もらい、ICTのリーダー格の先生と話し合いを

し、活用する学年を決めている。その後、全

学年で活用をしていくような流れである。 
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６．所感 

 

宗像市は、市の予算規模が本市と類似している状況にあり、先進的な小中一貫教育の実践とその

成果は大変興味深いものがあった。教員と行政の事務担当職員との教育現場における密接な連携が

不可欠であり、それが達成できた結果として学力向上と学習規律・態度の向上などの成果が図られ

ているとの説明には感心をしたところである。また、中学校区のすべての小中学校の教員間はもち

ろんのこと、市全体の研修会や交流会などを通して、教育内容の統一化を常に図り、教員による教

育格差を減少させ、そして、児童生徒にとっても、「小・中」、「小・小」の交流を通して相方・

知り合いとなり、中１ギャップが生じることなく学校生活を送ることができるシステムは、まさに

現代の教育現場の諸問題に対する一つの解決策である。学校間の意思の疎通が心配されたが、上記

のように、子どもたちのことをしっかりと考え、子どもたちを迷わすことのないように各学校の校

長以下すべての教員が尽力されていることがうかがえた。 

ICT 教育においては、時代の最先端を行くものであり、教育現場の進化を感じた。同時に、ICT

が日々発達している社会の中で生活し、成長している子どもたちにとって、その活用は当然のこと

であり、非常に有効な学習法であるとともに、時代に乗り遅れることなく積極的に推進すべきと痛

感したところである。特に、ICTの活用で最重要視されていた「目的を忘れないこと」であるとい

う言葉は、実に的を射ており、現場教員、職員の質の高さがうかがえた。ICTそのものが児童生徒

の学力を向上させるものではなく、あくまでもツールであって、教師の授業技術の一つとして明確

に位置づけ生徒の学力向上につなげていくこと、あくまでも人が教えるのだということをしっかり

と位置づけた素晴らしい取り組みであると感心した。また、教員間でのデータや情報の共有により、

統一した指導、均一した授業が行えること、それが教員の負担軽減や教師同士のコミュニケーショ

ンの向上にもつながることで、子どもたちに目を向ける時間が増加しさらに良い効果が表れている

ように感じた。これらは小中一貫教育とも密接なかかわりを持っており、それぞれの事業をうまく

融合させ、大きな成果を上げている宗像市の姿勢は、小中一貫教育を推進していく本市として、目

指すべき一つの姿であると言える。 
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10月 23日（水） 

■鹿児島県鹿児島市■ 
 

市の概要 

人 口 605,883人（H25.4） 

世帯数 269,029世帯（H25.4） 

面 積 547.21㎢ 

概 要 鹿児島市は、薩摩・大隅（鹿児島県）・日向（宮崎県南部）の三国を治めた島津氏の城下町と

して発展してきた。明治 4年には、廃藩置県とともに県庁の所在地となり、同 22年 4月には市

政が施行された。第二次世界大戦の戦火で市街地の 9 割を焼失したが、市民のたくましい建設

意欲の中で、思い切った都市計画が策定され、戦後は観光・商工業の発展とともに市域は次第

に拡大し、昭和 55年 7月には人口 50万人を超えた。平成 23年には、九州新幹線鹿児島ルート

が全線開業し、日本の南の交流拠点都市としての都市機能がより高まった。 

（鹿児島市議会事務局作成 鹿児島市の概要より抜粋） 
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鹿児島市みんなでまちを美しくする条例について 

環境教育・環境保全について 

場所 鹿児島市役所庁舎、かごしま環境未来館 

 

 

１．説明者 

 

鹿児島市環境衛生課  

主 幹  沸 淵 孝 幸 氏 

鹿児島市環境協働課  

係 長  吉 松   豊 氏 

 

 

 

２．選定の背景及び目的 

本市は平成 21年度にはごみの有料化、平成 23年度には生ごみの分別拡大をし、平成 24年度に

は生ごみからバイオガスを発生させ、エネルギーとして利用する本市バイオエネルギーセンターが

本稼働している。ごみを分別し、リサイクルすることで、最終処分場の延命を図るだけでなく、市

民の環境への意識を高めることも大きな目的である。併せて、本市は観光業が基幹産業の一つとい

うこともあり、きれいなまちをつくるため市民の積極的な清掃活動を推進しているが、残念ながら

一部市内におけるごみのポイ捨てやペットの糞尿の不始末、郊外においては事業者による不法投棄

などがあり、市民のまち美化への意識づけについて苦慮をしている。 

鹿児島市は本市同様に観光都市である。そのような中、平成 16年度に制定された「鹿児島市み

んなでまちを美しくする条例」は、市・

市民・事業所が一体となった、環境美化

を推進する条例であり、禁煙地区やポイ

捨てに対する過料など、厳しい制度が設

けられている。条例の制定により、まち

美化に対する市民の意識はどう変わった

のかを調査するべく、本項目を選定する

に至った。 

調査事項 
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３．鹿児島みんなでまちを美しくする条例について 

 

【施行の背景】 

○市民と行政が一体となったまち美化の条例 

昭和42年から鹿児島市では、行政と地域住民が一体

となって街を美化する啓発活動を推進していた。近年、

社会情勢の変化によりタバコのポイ捨て、犬の糞の放

置等が増えてきた。観光都市という背景から、イメー

ジを損なう可能性があり、市・市民・事業者が一体と

なり美しい街を作るため、同条例を制定。平成16年の

パブリックコメントでは、６割を超える賛成の意見が

あった。同年10月に施行、タバコのポイ捨てを防止す

るために路上禁煙地区が設けられた。 

 

「さくりん（桜島＋クリーン）」 

条例を市民に併発するために生まれたキャラクター。 

一般公募をし、小学生の女の子が考えた。 

テレビやイベントで引っ張りだこ。 

 

【条例の概要】 

空き缶、吸殻投棄、飼い犬のふんの放置などに必要な事項を定め、市民総参加による美しいまち

づくりを推進することを目的とする。 

①市民、事業者の義務 

市民の義務として、以下の表のとおり定められている。 

項  目 区 域 過 料 

１．空き缶・吸殻等の投棄防止 全域 あり 

２．飼い犬のふんの放置禁止 全域 あり 

３．吸殻の適正処理 全域 なし 

４．路上禁煙地区での喫煙禁止 一部 なし 

事業者の義務として、飲料販売業者に対し、空き缶・ペットボトル等の飲料容器の回収ボックス

の設置などを義務づけている 
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②路上禁煙地区 

中心市街地である天文館地区のアーケード内や鹿児島中央駅地区

アーケード内、中央駅地下通路が路上禁煙区域として指定されている。

全15通路、全長3,919ｍ。現在は、アーケードのある通りが目安になっ

ているため分かりやすく指定されている。アーケードの入り口には喫

煙禁止マークシール、看板シールにより啓発をしており、また路面上

の表示タイルでも禁止区域がわかるようになっている。禁止区間では

一切の喫煙が禁止のため、啓発看板付きの灰皿を11カ所設置している。

禁煙地区に入る際に火を消して入ってもらうためであり、市と地元通

り会が管理している。 

 

③条例違反者に対する過料 

空き缶・吸殻等の投棄防止、飼い犬のふんの放置禁止に違反し、必要な措置を講ずる命令に従わ

なかったものは、2万円以下の過料に処することとしている。現在は2,000円を設定しているが、ま

ち美化推進指導員（市職員、警察ＯＢを委嘱）が週4日巡回パトロールをし、口頭による注意・指導

をしているため、現在まで0件である。また、町内会などよるポイ捨て多発地区の調査報告により、

重点的な巡回地区を決めている。 

 

【その他の関連事業】 

①まち美化推進団体 

町内会や会社等が周辺の公共の場所

を月１回程度、自主的に清掃したり。

美化意識啓発活動を実施する団体を認

定する。ごみ袋、火ばさみ、ほうき、

啓発ベストなど清掃用具等を支給する。

軍手ほうき、啓発ベストを提供する。

24年度は215団体が登録。 
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②まち美化地域指導員 

町内会やまち美化推進団体からの推薦で、地域の美化に関する啓発・指導を自主的に行う市民を

市が認定する。平成19年度からスタートし、24年度末現在1,725人の登録がある。ボランティアなの

で、市のまち美化推進指導員のような過料の権限はないが、条例事項にもとづく声かけなどを行っ

てもらう事で、市の街美化に多大な貢献している。 

 

③美しいまちづくり運動推進協議会 

市衛生連役員、まち美化推進団体代表、市長・副市長、環境局の職員で構成され、清掃啓発活動

の実施計画を策定し、共同実施するや市民一生清掃、市の花火大会やお祭りでの清掃・美化啓発活

動などを行っている。 

 

④児童生徒への美化意識の啓発活動 

小学生に対しまち美化についての標語やポスターを募集。優秀作品は市長より表彰をする。また、

小学校に出向き「さくりん」からまち美化の授業を行う。24年度は16校の実施をした。 

 

【条例制定の結果】 

○ポイ捨てごみ量の減少 

天文館地区など市内5箇所において、一定範囲のポイ捨てごみのサンプル調査を行っている。平成

16年度に条例を制定してから、現在は7、8割が減っている。 
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４．環境教育・環境保全について（かごしま環境未来館 現地視察） 

 

【施設の目的】 

市民及び事業者が環境について関心や理

解を深め、日常生活や事業活動において自発

的に環境保全活動を実現するとともに、その

活動の輪を広げていくことを促進する。 

屋上の緑化、広場を芝生にすることで、都

市の中に緑を創出し、自然の力を最大限活用

することが理念である。総工費は約 43億円。 

 

①緑  屋上や周囲の緑化による空調効果 

②水  地下水や雨水の空調、散水の活用 

③空気 卓越風の取り入れ 

④光  太陽の光の取り入れ 

 

平成２０年に開館。今年で 5 周年となる。

会館は午前 9時半から午後 9時まで。入館料

は無料だが、研修室多目的ホールなど一部有

料。実業高校の所有地であったが、移転のた

め市が購入し本施設と消防署を建設した。来

館については、基本的には公共交通機関を推

奨しているが、駐車場（40台程度）もある。 

 

【展示の概要】 

ゾーン１：海から流れ着いた世界のごみ 

ごみだけではなく、国の暮らしや文化、そ

して現代社会の課題など、日々の暮らしが世

界とつながっていることを学ぶ。 

 

 

ゾーン１ 

ゾーン２ 

屋上緑地化されている同施設 
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ゾーン２：世界の環境問題の写真 

世界中で起こっている環境問題を写真で

見ることで、現在の地球がどうなっているの

か、自分はどうすればよいのかを考える。 

 

ゾーン３：消耗品の展示物 

ペットボトルやタイヤなどで作られた展

示物。展示物を触りながら、普段何げない暮

らしの中で、疑問を持たずに様々なものを消

耗していることが、地球環境にどのような影

響を与えているのかを感じる。 

 

ゾーン４：昭和40年代の小学校の教室 

社会が便利になっていくにつれ、くらしの

スタイルが変わり、それにより環境問題が深

刻化してきた。昭和40年代の小学校を移築し

た教室で、地球の現在・過去・未来を考える。 

 

【事業の展開】 

環境学習講座を95回行っている。受講者

2,000人程度。リサイクル講座141講座、受講

者2,100人程度である。合併地区した地区な

どの地域の環境団体と教育講座を行ってい

る。広報などは市が行い、実施は環境団体が

行うスタイルである。 

 

【今後の展開】 

年間１０万人の来場を予定している。目標

は達成しているが、年々減ってきている状況

なので、講座関係の魅力を高めていきたい。 

 

ゾーン３ 

開講されていた市民講座の料理教室 

同施設内にある、物々交換のリサイクルショップ 
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５．主な質疑 

 

鹿児島市みんなでまちを美しくする条例について 

Ａ：まち美化地域指導員には過料の権限はないのか。 

Ｑ：ボランティアのため、特別な権限や立入り調査などはなく、条例で決められている声かけをし

ている。権限が欲しいと言う意見もあったが、地域で声をかけやすい制度とし、解決をしても

らっている。 

 

Ｑ：声かけについてだが、何かトラブルはあるのか。 

Ａ：ボランティアの指導員が注意をしても、改善をしない特定の方がいたとすれば、市の嘱託職員

が直接指導をしている。 

 

Ｑ：まち美化推進団体の登録団体数についてはどう考えるか。 

Ａ：増やしていきたいが、それと同時に市の支援や制度の周知を図っていくことが重要である。登

録には月１回以上の美化活動をしている必要があるが、それが難しいという声もあるため、実

情に合わせて実施できる団体がいれば、支援を活用していきたい。 

 

Ｑ：過料は１件もないとのことだったが、もしあった場合はどのように過料をするのか。 

Ａ：現在は指導で済んでいるが、仮に注意を聞いてもらえない場合は命令書を交付し、それでも改

善されない場合は告知弁明書を渡してその上で過料徴収をする。 
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６．所感 

 

鹿児島市みんなでまちを美しくする条例

の制定背景には、国内有数の観光地であるこ

とはもちろんのこと、鹿児島の長い歴史の中

で、多くの偉人を輩出したことによる、市民

の意識の高さがあると感じ取ることができ

た。また、条例制定前から高かったという市

民のまちの美化意識は、観光資源として重宝

される絶景「桜島」が、他方では絶えず灰が

まちに降り注ぐというジレンマからきてい

るのではないかとも感じたところである。まちのいたるところに史跡があり、路面電車のレールを

芝で囲うなど、美しい景観を作り上げていることからも、その意識の高さが現れています。まちを

きれいにするため、多くのボランティアや一般市民が参加し、日常的に清掃活動・美化活動が行わ

れており、まちを愛している鹿児島市民にとって、条例制定は当然のことであると同時に、その条

例を全市民のものとするため、出前授業の実践や環境作品コンクールを行うなど、制定後の活動も

積極的に行っているように教育熱心な鹿児島市民の意気込みを感じたところである。 

現地視察で来館した「かごしま環境未来館」でも、鹿児島市民の教育の熱心さには感心をした。

各地で行われている海岸清掃活動だけでは終わらず、その漂流物を部屋のデザインのようにきれい

に配置しつつ、ゴミ問題の啓蒙をしたり、写真やタッチパネルを活用し、温暖化や環境破壊によっ

て今世界でおきている問題を身近に実感できるような仕掛け、さらに今ある問題とその解決方法な

どを楽しみながら学べるように様々な仕掛

けがされていた。映像によって過去の過ちを

教え、未来への問題提起をするなど、自ら考

え、行動させるための仕組みが随所にみられ

た。鹿児島市は県の中核都市であり、人口、

財政規模ともに本市とは違いはあるものの

同施設の理念やコンセプト、展示方法などを

大いに参考にさせていただき、本市としてで

きることはまだまだあると実感できた。  

噴煙を上げる桜島 

線路が緑地化されている市電 
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10月 23日（水） 

■鹿児島県南九州市■ 
 

市の概要 

人 口 605,883人（H25.4） 

世帯数 269,029世帯（H25.4） 

面 積 547.21㎢ 

概 要 南九州市は、薩摩半島の南部に位置し、県都鹿児島市の南西 40～50キロメートルのところに

あり、南には広大な東シナ海を臨み、東は指宿市、西は枕崎市・南さつま市に接しており、南

薩地域の地理的中心に位置している。平成 19年平成 19年 12月鹿児島県揖宿郡頴娃町（えいちょ

う）、川辺郡知覧町（ちらんちょう）、川辺郡川辺町（かわなべちょう）が合併し、南九州市が

誕生した。お茶の栽培が盛んであり、知覧茶・えい茶と呼ばれる。薩摩の小京都として知られ、

平和を語り継ぐ知覧特攻平和会館や、昭和５６年に国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選

定された武家屋敷群を有する。 

（鹿児島市議会事務局作成 鹿児島市の概要より抜粋） 
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平和教育・人権について 

場所 知覧特攻平和会館 

 

１．説明者 

 

知覧特攻平和会館 

館 長  菊 永 克 幸 氏 

知覧特攻平和会館 

語り部  峯 苫 眞 雄 氏 

 

 

２．選定の背景及び目的 

本市は、海を隔てて旧樺太（ロシア連邦サハリン州）を目にすることができる日本最北端のまち

ということもあり、戦時、そして戦後の樺太で起きた多くの悲しい出来事を含め、樺太という地を

伝えていくため、博物館である北方記念館で樺太の貴重な資料を展示している。また、昭和 58 年

9 月１日、稚内沖でのソ連軍により民間機が撃墜された大韓航空機撃墜事件の発生日（9 月１日）

を「稚内市子育て平和の日」と定め、子育て平和運動を展開し、市内の学校で工夫を凝らした平和

教育がされている。 

現在、北方記念館はリニューアルを検討しているところであるが、平和学習施設として効果的な

事業を行っている南九州市の知覧特攻平和会館を視察し、効果的な資料の見せ方、平和教育への活

用方法等を調査するため選定をした。 

 

特攻作戦とは…戦時中に行われた作戦の一つ。 

爆弾、爆薬を搭載した戦闘機を、敵艦

を目標とし隊員ごと体当たりをさせ、

自爆をする作戦。 

1,036名の隊員が亡くなった。 

  

調査事項 
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※本会館の内観は撮影ができないため、写真はありません。 

３．平和教育・人権について（知覧特攻平和会館 現地視察） 

 

【事業の背景】 

○悲劇を語り、世界恒久平和に寄与を 

第2次世界大戦末期、人類史上類を見ない命を賭しての特攻作戦で、若い特攻隊員1,036名が亡く

なった。そのうち知覧飛行場から出撃した隊員は402名、多くの隊員が死を覚悟し、愛する人、国を

守るため、この地から飛び立っていった。昭和40年代に、関係者から「遺品館」の建設の声が続出

し、昭和50年に「特攻遺品館」として建設された。隊員の遺影、遺品を収集保存し記録を後世に残

し、ひいては世界恒久平和に寄与することが目的。年々来館者も増え手狭になり、昭和60年に場所

を移して建設し、現在の「知覧特攻平和会館」と改称。その後、遺品や遺影の増加により、増改築

を繰り返し、当時は1607.55㎡だった面積が3193.68㎡となった。建設費はトータルで11億2,194万円。 

 

【事業の展開】 

○資料の積極的な収集 

遺品には遺書や手紙がある。真筆またはコピーを遺族から寄贈していただいている。遺族の世代

が交代していくにつれ、それらの資料に対しての価値観の薄れなどによる散逸・滅失が起こり得る

ことから、コピーについては遺族の方が存命のうちに連絡をし、真筆を寄贈していただけないか相

談をしている。現在は13,744件の収蔵遺品がある。また、照明による遺品の劣化が心配されている

ため 館内の照明をLED化した。 

 

○教育旅行・修学旅行等の誘致 

修学旅行や一般団体に特攻の事実、戦争の悲惨さ、平和の有り難さ・大切さ、命の尊さを実感し

てもらうため、語り部を6名雇用している（最高齢は86歳 前頁で紹介している峯苫氏）。成果とし

て、平成24年度の小中高校675校、合計6,328人の児童生徒が平和学習の一環として来館している。

平成23年度より54校増えており、今年度も上回る勢いである。 

 

○平和へのメッセージ 

平成２年より、最大のイベントとしてスピーチコンテストを終戦記念日に開催している。中学生・

高校生・一般の部でそれぞれ4名の方が発表。中学生は、県内及び交流都市の中学生が多数の応募が

ある。高校は全国からの応募であり、約4,000件の応募がある。 
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○その他の関連事業 

①出張講話 年7.8回程度、会館へ来るのを待つだけでなく、自ら出向き講話をしている。県の観光連

盟とタイアップし、鹿児島の物産店などでの講話、また、市内の学校等で平和講話をしている。 

②特別企画展の開催 すべての特攻隊員の一人一人にそれぞれのエピソードがあるため、そのうちの一

人の兵士にスポットを当て春に企画展をしている。 

③県内施設との共通券 鹿児島市の「いおワールドかごしま水族館」との連携により共通入館券を作成

している。相乗効果も現われてきている。 

 

【事業の成果】 

○入館者の反応 

児童生徒の事後学習での感想文や、管内のアンケート・寄書帳などから、「この事実を多くの方の知っ

てもらいたい」「自分たちと同年代の若者が死を覚悟するという事実に言葉を失う」「人生の節目節目

に来館するたびに違った感動がある」など、ほとんど来館者の方々から好意的な感想をもっていただい

ていると感じている。 

開館からの基本姿勢として「特攻のありのままの事実を伝える」「このような悲劇を起こしてはいけ

ない」「戦争のない平和」「悲劇を繰り返してはならない」など、入館した方の胸に刻んでもらいたい

というコンセプトを忘れずに今後も運営をしていく。 

また、世界に命の尊さ、家族のきずなを発信しようとして、記憶遺産の登録を目指している。来年の

３月の締切りに向け、申請をする予定である。 

  

南九州市議会副議長 今吉賢二氏より歓迎の挨拶を受ける 
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４．主な質疑 

 

Ｑ：子ども達の意識はどう変わっているか。 

Ａ：子ども達は見学後、学校に帰り事後学習をしており、感想文を送って来る。その内容は、「自

分たちと同世代の若者が特攻隊員として命を懸けて出撃をしたという事実を知り、自分たちには

出来ない。」「家族の想いがあふれている遺書や手紙を見て、ここに来て様々な事を学んだ。」

など、明らかに意識が変わっていることが分かる。そして、それを子ども達自身が分かっている

ように思う。 

 

Ｑ：学校教育に対しての効果は。勉強やクラブ活動などで意識がかわったのか、生活態度がかわっ

たのか。 

Ａ：先生方からは、生徒によってはスポーツや勉学の両立の意識が変わったと聞いている。自分た

ちも変わらなくてはならないという意識の芽生えがあるようだ。親に甘えていた部分が多かった

が、自分で進んで家庭の手伝いをするということも聞いている。 

 

５．所感 

 

説明では、この平和会館の持っている意味とは、歴史の事実を、展示品を通じて後世に伝えるこ

とはもちろんのこと、現代における心構えを来館者に訴えかけることであるが、集客という面では

どうしても観光業者に頼らざるを得ないとのことであったが、訪れる方々としては実際に見て感じ

ることで、一般的な観光とは違う何かしらの思いを、それぞれが持ち帰ることのできる施設である

と感じた。また、同施設の語り部の方の話を実際に聞かせていただいたが、歴史的背景を踏まえ、

事実を事実として受け止めつつ、思いを伝えていくことの大切さを教えられ、本市の類似施設の問

題点を指摘されたような気がするとともに、課題や目指すべき方向性を学び取ることが出来た。  
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9月23日（水） 

■鹿児島県枕崎市■ 
 

市の概要 

人 口 23,633人（H25.1） 

世帯数 11,312世帯（H25.1） 

面 積 74.88㎢ 

概 要  鹿児島県薩摩半島の南端に位置する都市。東は南九州市知覧町、北は南九州市川辺町及び

南さつま市加世田、西は南さつま市坊津町に接し、南は広大な東シナ海に臨む景勝の地にあ

る。枕崎市はカツオの一本釣漁業が盛んである。遠洋漁業では大型のかつお一本釣船(約 500

トン)5隻が操業しており、基幹産業の一つとなっている。沿岸漁業は漁場が外海に面し、地

理的優位性をいかした曳縄漁業をはじめ、一本釣漁業、刺し網漁業、定置網漁業などを行っ

ており、大部分が市内及び近隣市町村へ活魚や鮮魚として出荷されている。また、南方沖合

には東シナ海の好漁場を控え、県内外の多くの大中型まき網漁船が枕崎漁港を基地として操

業を行っている。  
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高齢者元気度アップ・ポイント事業について 

健康推進事業について 

場所 枕崎市役所庁舎 

１．説明者 

枕崎市福祉課 

課 長  佐 藤 祐 司 氏 

係 長  桑 原   誠 氏 

枕崎市健康課 

課 長  白 澤 芳 輝 氏 

係 長  田 中 義 文 氏 

保健師  浜 田 真 実 氏 

 

 

 

 

２．選定の背景及び目的 

 

日本全国で高齢化が社会現象となっている。本市も例にもれず、平成 25年 10月現在の高齢化率

は 26.9％であり、市民の 4人に 1人は 65歳以上である。それに伴い、生産人口の減少、医療費な

どの増加などの影響があるが、一方で高齢者元気で暮らしていけるまちをつくることも地方自治体

に与えられた役割といえる。 

そのような中、枕崎市では高齢者元気度アップ・ポイント事業として、高齢者の自発的な健康づ

くりや社会活動が、地元地域振興券に交換できる事業を行っている。県が推進しているということ

だが、高齢社会において高齢者の知恵や技術を生かし、活躍の場を増やすことのできる事業として

有効であると考え調査をするべく選定した。 

 

 

 

 

 

 

調査事項 
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３．高齢者元気度アップ・ポイント事業について 

 

【事業の背景】 

○高齢者の自主的な健康づくりや社会活動が「ポイント」に 

高齢者の健康維持や介護予防への取り組み

を推進するとともに、地域経済の活性化を図る

目的で、高齢者の自主的な健康づくりや社会参

加活動に対し、地元商工会議所が発行している

地域商品券に交換できるポイントを付与する。 

平成24年度から3年間の予定で、鹿児島県が

取り組んでいる「高齢者元気度アップ推進体制

作り事業」において、同事業を積極的に推進す

るように県内市町村に要請がされた。県内は43

市町村のうち、30市町村が取り組んでおり、枕崎市は25年度から取り組んでいる。枕崎市も含め、

県内22市町村が直営。そのほかは社会福祉協議会にすべてもしくは一部委託。県補助がされるのが

24年度から3年間のため、27年度以降は補助がないが、高齢者の自主的な健康づくりに資するという

事業目的から継続して実施していきたい。福祉課の高齢者介護保険係が事業に取り組んでいるが、

健康課や地域包括支援センターなどと協力をしている。 

（参考 予算措置） 

 

対象者は介護保険の第１号被保険者、65歳以上の枕崎市民。9月30日現在23,412人、うち7,678人

が高齢者、32.8％高齢化率。 

 

【事業の展開】 

○ポイント付与事業の拡大 

福祉課または健康センター（健康課）において申請をし、ポイント手帳を受け取る。ポイント手

帳をもって活動に参加し、配付された手帳にシールを張る。３０分の活動で１ポイント（100円）、
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年間最大５０回ポイント（5,000円分）の付与。ポイントがたまったのち、商工会議所の地域商品券

との交換できる引換券を発行する。 

ポイント付与対象事業については、主に健康課が実施する健康づくり事業と、市が指定する地域

貢献活動、健康増進活動、その他市長が適当と認める活動の三つがある。各課に対象活動を募集し

市が主催する高齢者が集う公的な活動を選定している。年度途中でも適当とみられる活動を対象と

し拡大している。また、介護保険施設などにおけるボランティア活動についても付与対象の予定で

あり、現在施設側と協議をしている。 

 

○登録者の更なる普及啓発 

登録の普及啓発活動として、4月発行の広報紙にチラシを折り込んでいる。対象活動を増やす都

度に折り込んでおり、今年は計3回の折込みをした。地域のサロン等でもチラシの配布を行った。ま

た、民生委員協議会、老人クラブ、シルバー人材センターなどの会合でも日程の説明している。 

現在の登録者は600人程度。市全体の高齢者のうち登録割合は7.7％程度である。予定は1,000人

のため、まだまだ定着していないといえる。今後も積極的に働きかけていきたい、 

実際に登録、参加をし、商品券を手にした高齢者の口コミが最も効果的と考えるため、次年度以

降は現在の登録者からの広がりに期待をしている。 

 

【事業の成果】 

○高齢者に外出するきっかけを 

庁内各課と協議をしながら効果的な対象活動の選定を進めて、家に閉じこもりがちな高齢者が参

加したいと思うような魅力的な活動を今後とも対象としていきたい。 

事業は始まったばかりだが、何よりも高齢者に外出をするきっかけを与えることが効果的と考え

る。そして、市が実施する各種検診、介護予防教室などへの参加者が増え、ひいては高齢者自身の

介護予防への意識改革、介護保険制度の利用の抑制、医療費の低下などの効果があると考えている。 
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４．健康づくり推進事業について 

 

【事業の背景】 

○脳卒中が男女ともに全国の1.6倍 

枕崎市は全国に比べ医療費が高い状況にある。平成22

年度から3年連続の赤字であり、24年度は2億6,500万円

の赤字である。医療費の疾患別として「精神及び行動の

障害」が第１位だが、高血圧など、生活習慣に由来する

疾病が25％ほどである。特に、脳卒中死亡率は男女とも

に全国の1.6倍であり、県から脳卒中対策のモデル市町村

の認定を受けている。生活習慣を改善することができれ

ば医療費の抑制ができるのではないかと考えている。 

 

脳卒中死亡率の改善には以下の２通りのアプローチがあり、予防にはポピュレーションアプロー

チが有効といわれている。 

ハイリスクアプローチ     今すぐに治療が必要な方への水際作戦。 

ポピュレーションアプローチ  健康なうちから健康への意識を持ってもらう 

 

○若手職員が考えた、楽しみながら継続できる健康づくり 

ポピュレーションアプローチを行うために、市民の健康づく

り事業推進プロジェクトを立ち上げた。神園枕崎市長より、「管

理職の職員は会議に入らず、庁内の若手をプロジェクトの中心

メンバーとし、前衛的なアイデアを取り入れながら、プロジェ

クトを推進して行くように」との助言があり、枕崎市の若い職

員が、楽しみながら継続できる事業とは何だろうかと考え、た

どりついたのが三人一組で行うダイエットコンテストだった。 

現在の体重から5％程度減らすことで、血圧、血糖値、コレステロールがすべて下がるため、医

学的にも健康効果が期待できる。疾病予防になり、かつ医療費の抑制にもなる。一人ではなく、複

数人で行うことにより、つらいダイエットでも励まし合い、リタイヤ率を減らすことができる。体

重部門、体脂肪率部門があり、減った体重ではなく、減少率の一人一人の合計で競う。 
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【事業の展開】 

○民間会社と行政の違い 

ダイエットコンテストは、美容業会、サプリメント会社などが行うことが多く、行政が開催する

のはまれである。企業が行うものは期間が短く、商品・賞金を目標としているため、急激に痩せる

ことによりリバウンドをする可能性が高い。結果、健康づくりの推進や医療費の抑制にならず、本

末転倒である。枕崎市では、そのリスクを回避するため、目標の体重を提案し、また、期間を８ヶ

月と長期間設けることで、日常的に健康づくりの意識を高めることができるよう設定をした。また、

上位入賞者には、上位入賞者への賞金や「稚内の特産品（干し貝柱、昆布など）」の授与を行って

いるが、あくまでも商品目当てにならぬよう、商品の提示はしなかった。それにもかかわらず、多

くのエントリーがあった。 

 

○モチベーションの維持・継続 

参加者がモチベーションを継続できるよう、エントリー特典を多く設けた。 

年4回の計測会を行い、その中で健康づくりについての指導・助言を行い、また相談も受け付け

ている。開始当初は、急激な減量をしていないかのチェックを行っている。また、早いうちに健康

づくりのノウハウを学び活かすことができるよう、上記のダイエットランチの試食会や、料理教室

の開催日時を設定している。 

１．ダイエットランチの試食会 一食500kal、塩分3g以内のタニタ食堂のレシピを提供

し、バランスがとれた食事をすることを意識づけ。 

２．男子のためのダイエット飯 意外と料理は簡単であることを知り、料理のスキルを

もってもらう料理実習。 

３．メイク教室、美肌教室 お肌年齢のチェックなど。痩せるなら、きれいに。 

４．プチ農業体験 市役所から3km離れた農地までウォーキング。蕎麦の種

まきの経験。12月には収穫した蕎麦で蕎麦打ち体験。 

５．計測会でのエクササイズ 年4回の計測回でのみ行っていたが、希望者が多いこと

から月に１回行っている。50名程度の参加者が集まる。 

６．メールマガジンの発行 月に１回程度、ダイエット情報、エクササイズの開催日、

流行のダイエット方法などの体験日記などを配信。 

７．面談、相談の機会 メールや電話、対面で悩み等の相談を受ける。 

８．スタンプラリー コンテスト関連事業や健康化の事業に参加するスタン

プラリー。スタンプ数に応じ商品券を進呈。 
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【事業の成果】 

○自分の健康に関心を持つ 

24年度の参加者は男性48名、女性93名。今年度は40名ほど多い状況である。24年度では体重部門

は82.2％、体脂肪率部門は51.2％の参加者が成功をした。また、最終計測でのアンケートでは、多

くが健康に関心を持つようになったとの回答をしている。「健康情報に敏感。」「血糖値が下がり、

薬を飲まなくてよくなった。」「外に出る楽しみができた。」など、ほぼ全員の参加者が、エント

リーを好意的に考えているようだ。自分の健康に関心を持ち、健康づくりを実践する習慣を根付か

せることができた、また、同事業はＮＨＫでも放送されたことから、枕崎市民に対して、脳卒中の

死亡率が高い事を広く周知できたことも事業の成果である。 

同事業の予算は57万9千円。事業費の割にはコストパフォーマンスが良い。低予算でも取り組み

によっては良いものが出来る。 

 

５．主な質疑 

高齢者元気度アップ・ポイント事業について 

Ｑ：ポイント付与対象事業に県の縛りはないのか。 

Ａ：県の見解は市が認めればそれでよいとのことである。現在は市の事業のみだが、今後はボラン

ティア活動の付与なども考えている。 

 

Ｑ：ボランティア活動についてのポイント付与は考えていないのか。 

Ａ：ボランティアの養成講座を半年間の予定で行い、終了をしたのち、介護施設等でのボランティ

ア活動などをポイント付与対象とすることを、施設側と協議をしている。 

 

健康づくり推進事業について 

Ｑ：ダイエットコンテストは相当練りこまれていように感じるが、どのような検討会を行ったのか。 

Ａ：健康づくりとはあまり関係のない課の若手職員の柔らかい頭で考えた発想を取り入れ、さまざ

まな民間の情報を収集したことが、良い結果になったのではないかと考える。 

 

Ｑ：脳卒中死亡率のワースト１の原因は。 

Ａ：データを集めている段階で、いろいろと原因はあるだろうが、南薩地域は食事の味付けが濃い

ため、そのような原因もあるのではないか。  



平成 25 年度 民生文教常任委員会 行政視察報告書 33 

 

６．所感 

 

枕崎市で調査をした健康づくりや介護、予防

の推進のためのダイエットコンテストやポイン

ト付与による賞与は、非常にユニークな取り組

みであると感じた。高齢者元気度アップ・ポイ

ント事業は、総事業費550万円の予算のうち、市

の持ち出しが37.5万円ということに驚きを隠せ

ない。鹿児島県が推進し、県の補助が入るそう

だが、その補助がなくなった後も継続したいと

の考えには拍手を送りたい。同事業は始まったばかりで、成果としてはまだ現れていないとのこと

だが、高齢者が社会活動により生きがいと充実感を感じること、そして健康促進・体力の保持、何

よりも外に出る機会を与えることが大事であるという観点からの推進をしているため、今後は着実

に効果が出てくるのではないかと確信している。ポイント付与という制度により、ポイントを集め

ることの楽しさ、そしてそれが地域商品券に変換され、地域に還元できるということ自体が、高齢

者の地域参加となっていると感じたところである。 

健康づくり推進事業については、24年度の予算は 57.9万円。この予算で脳卒中死亡率が高いこ

との周知ができたことにより、健康に関心を持ち、健康づくりを実践する習慣がついた方や、参加

者からは「参加してよかった」「健康に関心を持つようになった」「また参加したい」などの声が多

く寄せられたとのことで、この取り組みにより将来脳卒中死亡率が低下し、医療費の削減につな

がっていけば費用対効果も含め模範となる事例となり得るのではないかと感じた。神園市長の命の

もと、「なんとか脳卒中死亡率を下げるために、係長以下の若手職員でプロジェクトチームを作り

アイデアを練った」とのことだが、若手職員を信頼し事業を進めた神園市長をはじめ管理職員の

方々の姿勢に感銘を受けたことはもちろんのこと、

若手職員のアイデアは、ダイエット試食会・料理講

座、メイクアップ講座など、市民の興味を引き付け

るものばかりであり、人間の心理を活用した施策で

あると感心した。また、コンテストの商品に、稚内

特産品を利用してたものもあり、友好都市締結を一

歩進めて行政の中で活用していく姿勢は見習うべ

きであると思ったところである。 

稚内特産品が販売されている「お魚センター」 

お魚センターで提供された、稚内市の利尻昆布
と枕崎市のカツオで出汁をとったうどん 


